
規

則 

埼
玉
県
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
規
則
第
六
十
五
号 

 
 

 

埼
玉
県
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
施
行
規
則
（
平
成
七
年
埼
玉
県
規
則
第
八
十
二
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
第
一
第
三
号
イ
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 

⑷ 

公
共
用
通
路
と
車
両
等
の
乗
降
口
と
の
間
の
経
路
で
あ
っ
て
、
主
た
る
通
行
の
用
に

供
す
る
も
の
と
当
該
公
共
用
通
路
と
当
該
車
両
等
の
乗
降
口
と
の
間
に
係
る
移
動
円
滑

化
経
路
が
異
な
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
経
路
の
長
さ
の
差
は
、
で
き
る
限
り

小
さ
く
す
る
こ
と
。 

 

 
 

 

⑸ 

乗
降
場
間
の
利
用
者
の
乗
継
ぎ
の
用
に
供
す
る
経
路
（
⑹
に
お
い
て
「
乗
継
ぎ
経
路
」

と
い
う
。
）
の
う
ち
、
⑵
及
び
⑶
、
ハ
⑵
、
ニ
⑵
、
ホ
⑵
、
ヘ
⑵
並
び
に
チ
に
定
め
る

基
準
に
適
合
す
る
も
の
を
、
乗
降
場
ご
と
に
一
以
上
設
け
る
こ
と
。 

 
 

 

⑹ 

主
た
る
乗
継
ぎ
経
路
と
⑸
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
乗
継
ぎ
経
路
が
異
な
る
場
合

に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
経
路
の
長
さ
の
差
は
、
で
き
る
限
り
小
さ
く
す
る
こ
と
。 

 
 

 

⑺ 

線
路
、
水
路
等
を
挟
ん
だ
各
側
に
公
共
用
通
路
に
直
接
通
ず
る
出
入
口
が
あ
る
鉄
道

の
駅
に
は
、
⑴
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
各
側
の
出
入
口
に
通
ず
る
移
動
円
滑
化

経
路
を
そ
れ
ぞ
れ
一
以
上
設
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
鉄
道
の
駅
の
規
模
、
出
入
口
の
設

置
状
況
そ
の
他
の
状
況
及
び
当
該
鉄
道
の
駅
の
利
用
の
状
況
を
勘
案
し
て
、
高
齢
者
、

障
害
者
等
の
利
便
を
著
し
く
阻
害
し
な
い
と
知
事
が
認
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。 

 

別
表
第
一
第
三
号
チ
中
⑵
を
⑶
と
し
、
⑴
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 

⑵ 

移
動
円
滑
化
経
路
を
構
成
す
る
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
台
数
、
か
ご
の
幅
及
び
奥
行
き
は
、 

 
 

 
 

公
共
交
通
機
関
の
施
設
の
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
利
用
の
状
況
を
考
慮
し
て
定
め
る
も 

 
 

 
 

の
と
す
る
。 

 

別
表
第
一
第
三
号
リ
⑴
㈦
中
「
点
状
ブ
ロ
ッ
ク
等
」
を
「
内
方
線
付
き
点
状
ブ
ロ
ッ
ク
（
移
動

等
円
滑
化
の
た
め
に
必
要
な
旅
客
施
設
又
は
車
両
等
の
構
造
及
び
設
備
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る

省
令
（
平
成
十
八
年
国
土
交
通
省
令
第
百
十
一
号
）
第
一
条
第
四
号
に
規
定
す
る
内
方
線
付
き
点

状
ブ
ロ
ッ
ク
を
い
う
。
別
表
第
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
二
公
共
交
通
機
関
の
施
設
の
項
中
「
、
点
状
ブ
ロ
ッ
ク
等
」
を
「
、
内
方
線
付
き
点
状

ブ
ロ
ッ
ク
」
に
改
め
る
。 

 
 

 



 
 

  
 

 
 

 
 

            
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

          

 
イ

 
移
動
円
滑
化
経
路
の
床
面
に
高
低
差
が
あ
る
場
合
に
は
、
傾
斜
路
又

は
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を
設
け
て
い
る
か
。
た
だ
し
、
構
造
上
の
理
由
に
よ

り
傾
斜
路
若
し
く
は
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を
設
置
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る

場
合
で
あ
っ
て
、
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
（
構
造
上
の
理
由
に
よ
り
エ
ス
カ

レ
ー
タ
ー
を
設
置
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合
に
は
、
エ
ス
カ
レ
ー

タ
ー
以
外
の
昇
降
機
で
あ
っ
て
車
い
す
使
用
者
の
円
滑
な
利
用
に
適
し

た
構
造
の
も
の
）
を
も
っ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
、
又

は
公
共
交
通
機
関
の
施
設
に
隣
接
し
て
お
り
、
か
つ
、
当
該
公
共
交
通

機
関
の
施
設
と
一
体
的
に
利
用
さ
れ
る
他
の
施
設
の
傾
斜
路
若
し
く
は

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
公
共

交
通
機
関
の
施
設
の
営
業
時
間
内
に
お
い
て
常
時
公
共
用
通
路
と
車
両

等
の
乗
降
口
と
の
間
の
移
動
を
円
滑
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
き
を
除

く
。
 

適
・
否

 
該
当
・

 

非
該
当

 

 

「 

 
 

イ
 
移
動
円
滑
化
経
路
の
床
面
に
高
低
差
が
あ
る
場
合
に
は
、
傾
斜
路
又

は
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を
設
け
て
い
る
か
。
た
だ
し
、
構
造
上
の
理
由
に
よ

り
傾
斜
路
若
し
く
は
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を
設
置
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る

場
合
で
あ
っ
て
、
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
（
構
造
上
の
理
由
に
よ
り
エ
ス
カ

レ
ー
タ
ー
を
設
置
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合
に
は
、
エ
ス
カ
レ
ー

タ
ー
以
外
の
昇
降
機
で
あ
っ
て
車
い
す
使
用
者
の
円
滑
な
利
用
に
適
し

た
構
造
の
も
の
）
を
も
っ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
、
又

は
公
共
交
通
機
関
の
施
設
に
隣
接
し
て
お
り
、
か
つ
、
当
該
公
共
交
通

機
関
の
施
設
と
一
体
的
に
利
用
さ
れ
る
他
の
施
設
の
傾
斜
路
若
し
く
は

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
公
共

交
通
機
関
の
施
設
の
営
業
時
間
内
に
お
い
て
常
時
公
共
用
通
路
と
車
両

等
の
乗
降
口
と
の
間
の
移
動
を
円
滑
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
き
を
除

く
。

 

適
・
否

 
該
当
・

 

非
該
当

 

」 

     

カ
 
線
路
、
水
路
等
を
挟
ん
だ
各
側
に
公
共
用
通
路
に
直
接
通
ず
る
出
入

口
が
あ
る
鉄
道
の
駅
に
は
、
ア
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
各
側
の

出
入
口
に
通
ず
る
移
動
円
滑
化
経
路
を
そ
れ
ぞ
れ
１
以
上
設
け
て
い
る

か
。
た
だ
し
、
鉄
道
の
駅
の
規
模
、
出
入
口
の
設
置
状
況
そ
の
他
の
状

況
及
び
当
該
鉄
道
の
駅
の
利
用
状
況
を
勘
案
し
て
、
高
齢
者
、
障
害
者

等
の
利
便
を
著
し
く
阻
害
し
な
い
と
知
事
が
認
め
る
場
合
を
除
く
。
 

イ
 
移
動
円
滑
化
経
路
の
床
面
に
高
低
差
が
あ
る
場
合
に
は
、
傾
斜
路
又

は
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を
設
け
て
い
る
か
。
た
だ
し
、
構
造
上
の
理
由
に
よ

り
傾
斜
路
若
し
く
は
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を
設
置
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る

場
合
で
あ
っ
て
、
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
（
構
造
上
の
理
由
に
よ
り
エ
ス
カ

レ
ー
タ
ー
を
設
置
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合
に
は
、
エ
ス
カ
レ
ー

タ
ー
以
外
の
昇
降
機
で
あ
っ
て
車
い
す
使
用
者
の
円
滑
な
利
用
に
適
し

た
構
造
の
も
の
）
を
も
っ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
、
又

は
公
共
交
通
機
関
の
施
設
に
隣
接
し
て
お
り
、
か
つ
、
当
該
公
共
交
通

機
関
の
施
設
と
一
体
的
に
利
用
さ
れ
る
他
の
施
設
の
傾
斜
路
若
し
く
は

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
公
共

交
通
機
関
の
施
設
の
営
業
時
間
内
に
お
い
て
常
時
公
共
用
通
路
と
車
両

等
の
乗
降
口
と
の
間
の
移
動
を
円
滑
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
き
を
除

く
。
 

適
・
否

 

適
・
否

 

該
当
・

 

非
該
当

 

該
当
・

 

非
該
当

 

 

 
 

  
 

  

カ
 
線
路
、
水
路
等
を
挟
ん
だ
各
側
に
公
共
用
通
路
に
直
接
通
ず
る
出
入

口
が
あ
る
鉄
道
の
駅
に
は
、
別
表
第
１
第
３
号
イ
⑴
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
当
該
各
側
の
出
入
口
に
通
ず
る
移
動
円
滑
化
経
路
を
そ
れ
ぞ
れ

１
以
上
設
け
て
い
る
か
。
た
だ
し
、
鉄
道
の
駅
の
規
模
、
出
入
口
の
設

置
状
況
そ
の
他
の
状
況
及
び
当
該
鉄
道
の
駅
の
利
用
の
状
況
を
勘
案
し

て
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
利
便
を
著
し
く
阻
害
し
な
い
と
知
事
が
認

め
る
場
合
を
除
く
。
 

オ
 
主
た
る
乗
継
ぎ
経
路
と
別
表
第
１
第
３
号
イ
⑸
に
定
め
る
基
準
に
適

合
す
る
乗
継
ぎ
経
路
が
異
な
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
経
路
の
長

さ
の
差
は
、
で
き
る
限
り
小
さ
く
し
て
い
る
か
。
 

エ
 
乗
継
ぎ
経
路
の
う
ち
、
別
表
第
１
第
３
号
イ
⑵
及
び
⑶
、
同
号
ハ
⑵

同
号
ニ
⑵
、
同
号
ホ
⑵
、
同
号
ヘ
⑵
並
び
に
同
号
チ
に
定
め
る
基
準
に

適
合
す
る
も
の
を
、
乗
降
場
ご
と
に
１
以
上
設
け
て
い
る
か
。
 

ウ
 
公
共
用
通
路
と
車
両
等
の
乗
降
口
と
の
間
の
経
路
で
あ
っ
て
、
主
た

る
通
行
の
用
に
供
す
る
も
の
と
当
該
公
共
用
通
路
と
当
該
車
両
等
の
乗

降
口
と
の
間
に
係
る
移
動
円
滑
化
経
路
が
異
な
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら

の
経
路
の
長
さ
の
差
は
、
で
き
る
限
り
小
さ
く
し
て
い
る
か
。
 

イ
 
移
動
円
滑
化
経
路
の
床
面
に
高
低
差
が
あ
る
場
合
に
は
、
傾
斜
路
又

は
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を
設
け
て
い
る
か
。
た
だ
し
、
構
造
上
の
理
由
に
よ

り
傾
斜
路
若
し
く
は
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を
設
置
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る

場
合
で
あ
っ
て
、
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
（
構
造
上
の
理
由
に
よ
り
エ
ス
カ

レ
ー
タ
ー
を
設
置
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合
に
は
、
エ
ス
カ
レ
ー

タ
ー
以
外
の
昇
降
機
で
あ
っ
て
車
い
す
使
用
者
の
円
滑
な
利
用
に
適
し

た
構
造
の
も
の
）
を
も
っ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
、
又

は
公
共
交
通
機
関
の
施
設
に
隣
接
し
て
お
り
、
か
つ
、
当
該
公
共
交
通

機
関
の
施
設
と
一
体
的
に
利
用
さ
れ
る
他
の
施
設
の
傾
斜
路
若
し
く
は

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
公
共

交
通
機
関
の
施
設
の
営
業
時
間
内
に
お
い
て
常
時
公
共
用
通
路
と
車
両

等
の
乗
降
口
と
の
間
の
移
動
を
円
滑
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
き
を
除

く
。

 

適
・
否

 

適
・
否

 

適
・
否

 

適
・
否

 

適
・
否

 

該
当
・
 

非
該
当
 

該
当
・
 

非
該
当
 

該
当
・
 

非
該
当
 

該
当
・
 

非
該
当
 

該
当
・
 

非
該
当
 

「 

様
式
第
二
号
（
三
）
中 

を 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

           
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

     
 

 

附 

則 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

   

  

(
２

)
 
移
動
円
滑
化
 

 
 
経
路
を
構
成
す
 

 
 
る
エ
レ
ベ
ー
タ
 

 
 
ー

 

 

 
移
動
円
滑
化
経
路
を
構
成
す
る
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
台
数
、
か
ご
の
幅
及
 

び
奥
行
き
は
、
公
共
交
通
機
関
の
施
設
の
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
利
用
の
 

状
況
を
考
慮
し
て
い
る
か
。
 

タ
 
か
ご
及
び
昇
降
路
の
出
入
口
の
戸
の
開
扉
時
間
を
延
長
す
る
機
能
を
 

 
有
し
て
い
る
か
。
 

適
・
否

 

適
・
否

 

該
当
・

 

非
該
当

 

 
 

 

 
 

 
エ
 
ホ
ー
ム
ド
ア
、
可
動
式
ホ
ー
ム
さ
く
、
内
方
線
付
き
点
状
ブ
ロ
ッ
ク
 

 
そ
の
他
の
視
覚
障
害
者
の
転
落
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
が
設
け
ら
れ
 

 
て
い
る
か
。
 

を 

」 

 
 

 
 
 

エ
 
ホ
ー
ム
ド
ア
、
可
動
式
ホ
ー
ム
さ
く
、
点
状
ブ
ロ
ッ
ク
等
そ
の
他
の
 

 
視
覚
障
害
者
の
転
落
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
か
。 

」 

 
 

 
タ
 
か
ご
及
び
昇
降
路
の
出
入
口
の
戸
の
開
扉
時
間
を
延
長
す
る
機
能
を
 

 
有
し
て
い
る
か
。
 

適
・
否

 
 

 

 
 
 

タ
 
か
ご
及
び
昇
降
路
の
出
入
口
の
戸
の
開
扉
時
間
を
延
長
す
る
機
能
を
 

 
有
し
て
い
る
か
。
 

適
・
否

 
 

 

」 

  

(
２
) 

 移
動
円
滑
化
 

 
 
経
路
を
構
成
す
 

 
 
る
エ
レ
ベ
ー
タ
 

 
 
ー
 

 

 
移
動
円
滑
化
経
路
を
構
成
す
る
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
台
数
、
か
ご
の
幅
及
 

び
奥
行
き
は
、
公
共
交
通
機
関
の
施
設
の
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
利
用
の
 

状
況
を
考
慮
し
て
い
る
か
。
 

タ
 
か
ご
及
び
昇
降
路
の
出
入
口
の
戸
の
開
扉
時
間
を
延
長
す
る
機
能
を
 

 
有
し
て
い
る
か
。
 

適
・
否

 

適
・
否

 

該
当
・

 

非
該
当

 

 
 

「 

 
  

 
エ

 
ホ
ー
ム
ド
ア
、
可
動
式
ホ
ー
ム
さ
く
、
点
状
ブ
ロ
ッ
ク
等
そ
の
他
の
 

 
視
覚
障
害
者
の
転
落
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
か
。 

適
・
否

 
 

 

 

」 

「 

に
、 を 

 
 

 
エ

 
ホ
ー
ム
ド
ア
、
可
動
式
ホ
ー
ム
さ
く
、
内
方
線
付
き
点
状
ブ
ロ
ッ
ク
 

 
そ
の
他
の
視
覚
障
害
者
の
転
落
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
が
設
け
ら
れ
 

 
て
い
る
か
。
 

適
・
否

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
、 

「 

「
(
２

)
 
移
動
円
滑
化
経
路
を
構
成
す
る
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
」

 

 
 
ー

 

に

、

に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

     

カ
 
線
路
、
水
路
等
を
挟
ん
だ
各
側
に
公
共
用
通
路
に
直
接
通
ず
る
出
入

口
が
あ
る
鉄
道
の
駅
に
は
、
別
表
第
１
第
３
号
イ
⑴
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
当
該
各
側
の
出
入
口
に
通
ず
る
移
動
円
滑
化
経
路
を
そ
れ
ぞ
れ

１
以
上
設
け
て
い
る
か
。
た
だ
し
、
鉄
道
の
駅
の
規
模
、
出
入
口
の
設

置
状
況
そ
の
他
の
状
況
及
び
当
該
鉄
道
の
駅
の
利
用
状
況
を
勘
案
し

て
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
利
便
を
著
し
く
阻
害
し
な
い
と
知
事
が
認

め
る
場
合
を
除
く
。
 

オ
 
主
た
る
乗
継
ぎ
経
路
と
別
表
第
１
第
３
号
イ
⑸
に
定
め
る
基
準
に
適

合
す
る
乗
継
ぎ
経
路
が
異
な
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
経
路
の
長

さ
の
差
は
、
で
き
る
限
り
小
さ
く
し
て
い
る
か
。
 

エ
 
乗
継
ぎ
経
路
の
う
ち
、
別
表
第
１
第
３
号
イ
⑵
及
び
⑶
、
同
号
ハ
⑵
、

同
号
二
⑵
、
同
号
ホ
⑵
、
同
号
ヘ
⑵
並
び
に
同
号
チ
に
定
め
る
基
準
に

適
合
す
る
も
の
を
、
乗
降
場
ご
と
に
１
以
上
設
け
て
い
る
か
。
 

ウ
 
公
共
用
通
路
と
車
両
等
の
乗
降
口
と
の
間
の
経
路
で
あ
っ
て
、
主
た

る
通
行
の
用
に
供
す
る
も
の
と
当
該
公
共
用
通
路
と
当
該
車
両
等
の
乗

降
口
と
の
間
に
係
る
移
動
円
滑
化
経
路
が
異
な
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら

の
経
路
の
長
さ
の
差
は
、
で
き
る
限
り
小
さ
く
し
て
い
る
か
。
 

イ
 
移
動
円
滑
化
経
路
の
床
面
に
高
低
差
が
あ
る
場
合
に
は
、
傾
斜
路
又

は
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を
設
け
て
い
る
か
。
た
だ
し
、
構
造
上
の
理
由
に
よ

り
傾
斜
路
若
し
く
は
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を
設
置
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る

場
合
で
あ
っ
て
、
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
（
構
造
上
の
理
由
に
よ
り
エ
ス
カ

レ
ー
タ
ー
を
設
置
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合
に
は
、
エ
ス
カ
レ
ー

タ
ー
以
外
の
昇
降
機
で
あ
っ
て
車
い
す
使
用
者
の
円
滑
な
利
用
に
適
し

た
構
造
の
も
の
）
を
も
っ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
、
又

は
公
共
交
通
機
関
の
施
設
に
隣
接
し
て
お
り
、
か
つ
、
当
該
公
共
交
通

機
関
の
施
設
と
一
体
的
に
利
用
さ
れ
る
他
の
施
設
の
傾
斜
路
若
し
く
は

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
公
共

交
通
機
関
の
施
設
の
営
業
時
間
内
に
お
い
て
常
時
公
共
用
通
路
と
車
両

等
の
乗
降
口
と
の
間
の
移
動
を
円
滑
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
き
を
除

く
。
 

適
・
否

 

適
・
否

 

適
・
否

 

適
・
否

 

適
・
否

 

該
当
・

 

非
該
当

 

該
当
・

 

非
該
当

 

該
当
・

 

非
該
当

 

該
当
・

 

非
該
当

 

該
当
・

 

非
該
当

 

 

「
(
３

)
 
移
動
円
滑
化
経
路
を
構
成
す
る
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
」

 

 
 
ー

 

に
改
め
る
。 

「 

」 


